
固定資産税の課税対象のうち、原則として都市計画法で定める市街化区域内に所在する土
地及び家屋を所有する人
※この所有者は、固定資産税における所有者と同じ人になります。

土地、家屋の価格（課税標準額）×0.3％（制限税率）
※税率については、各市町村の条例で定められています。

市町村から送付される納税通知書により、固定資産税と併せて、各市町村の条例で定め
る納期限（通常４月、７月、12月、２月の４回）までに納めます。

住宅用地については、税負担を軽減する必要から、課税標準の特例措置が設けられています。
特例措置を適用した額は、住宅用地の区分に応じて下表のとおり算出されます。

※「価格」とは、固定資産課税台帳に登録されている価格です。
住宅用地の認定のためには申告書の提出が必要です。
詳細は土地の存在する市町村にお問い合わせください。

■都市計画税（市町村税）
不動産と税金

この税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用に充てる
ための目的税です。

◎ 住宅用地の特例

区分 特例課税標準額
小規模住宅用地 住宅の敷地で住宅１戸につき200㎡までの部分 価格×１／３

一般住宅用地 住宅の敷地で住宅１戸につき200㎡を超え、住宅の
床面積の10倍までの部分 価格×２／３

◆ 自動車を取得した場合

〇 自動車税環境性能割（県税）
 軽自動車税環境性能割（市町村税）

〇 消費税（国税及び県税）・・・・・・・・・・・・・

◆ 自動車を所有している場合

〇 自動車税種別割（県税）・・・・・・・・・・・・・

 

〇 軽自動車税種別割（市町村税）・・・・・・・・・・

〇 自動車重量税（国税）・・・・・・・・・・・・・・

◆ 走行する場合

〇 揮発油税（国税）・・・・・・・・・・・・・・・

〇 地方揮発油税（国税） ・・・・・・・・・・・・・・

〇 軽油引取税（県税） ・・・・・・・・・・・・・・・

〇 石油ガス税（国税） ・・・・・・・・・・・・・・・

〇 消費税（国税及び県税）・・・・・・・・・・・・・

■自動車と税金
自動車と税金

自動車に関する税金については、次のようになります。

自動車（軽自動車）の燃費性能等に応じて取
得時にかかります。（取得価額の０～３％）

主に自動車の燃料に用いられるガソリンにか
かる税金で、納税する人は揮発油の製造者も
しくは、揮発油を外国から輸入してきた場合
は輸入者となります。
税率は、１リットルあたり５円２0銭です。

主に自動車の燃料に用いられるガソリンにかか
る税金で、１リットルあたり48円60銭です。

車検などの際に自動車の重量等に応じて税率
が定められ、課税されます。

購入価格の１０％

排気量などに応じて段階的に分かれます。

軽自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車
等に課税されます。

・・・・・・・・

ディーゼル車両の燃料等に用いられる軽油にか
かる税金で１リットルあたり32円10銭です。

LPガス（石油ガス）に対して課税し、揮発油
税や軽油引取税と均衡のとれた税負担を実現
しています。石油ガス税の税率は、LPガスの
質量に対して設定されています。
税率は１㎏あたり17円50銭です。

燃料購入価格の１０%

都市計画税39


